
福 井 市 監 査 告 示 第 １ 号 

 地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 監 査 を 実 施 し た

の で 、 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り そ の 結 果 に 関 す る 報 告 を 次 の と お り 公 表

す る 。 

  令 和 ２ 年 ２ 月 ２ １ 日 

 

福 井 市 監 査 委 員  谷  川  秀  男 

              福 井 市 監 査 委 員  滝  波  秀  樹 

福 井 市 監 査 委 員  伊  藤  洋  一 

福 井 市 監 査 委 員  水  島  秀  晃 
 

１  監 査 種 別 

  定 期 監 査 

２  監 査 対 象 

 (1) 商 工 労 働 部 

    商 工 振 興 課 （ 企 業 立 地 推 進 室 ） 

観 光 文 化 局 

 美 術 館 

 し ご と 支 援 課 、 公 営 競 技 事 務 所 

 (2) 農 林 水 産 部 

    農 政 企 画 課 、 農 村 整 備 課 、 園 芸 セ ン タ ー 

３  監 査 範 囲 

  平 成 ３ ０ 年 度 及 び 令 和 元 年 度 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 か ら 令 和 元 年 ９ 月 末

ま で ） 執 行 の 財 務 事 務 

４  監 査 実 施 期 間 

  令 和 元 年 １ １ 月 ５ 日 か ら 令 和 ２ 年 １ 月 ３ １ 日 ま で 

５  監 査 結 果 

  今 回 の 監 査 は 、 執 行 さ れ た 事 務 が 関 係 法 令 に 基 づ い て 適 正 に 処 理 さ

 



れ て い る か に つ い て 実 施 し た 。 そ の 結 果 、 監 査 の 対 象 と し た 事 務 は 、

お お む ね 適 正 に 執 行 さ れ て い る と 認 め た 。 た だ し 、 指 摘 事 項 と し て 掲

げ た 事 項 に つ い て は 、 改 善 の 必 要 が あ る と 認 め た の で 、 速 や か に 是 正

措 置 を と ら れ た い 。 ま た 、 検 討 が 望 ま れ る 事 項 に つ い て は 、 意 見 を 提

出 す る 。 

 （ 指 摘 事 項 )  

災 害 に よ り 建 物 等 に 損 害 が 生 じ た 場 合 は 、 福 井 市 財 務 会 計 規 則 第

２ ２ ４ 条 に 基 づ き 建 物 被 災 等 事 故 発 生 報 告 書 を 作 成 し た 上 で 、 市 長

等 に 対 し 報 告 が 必 要 と な る が 、 実 際 は な さ れ て い な か っ た 。 ま た 、

保 険 対 象 に な る に も か か わ ら ず 、 全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会 に 請 求 し

て い な か っ た 。 

   財 産 管 理 や 財 務 の 観 点 か ら 、 今 後 は 災 害 に よ り 建 物 等 に 損 害 が 生

じ た 場 合 は 、 建 物 被 災 等 事 故 発 生 報 告 書 に よ り 報 告 し た 上 で 、 保 険

対 象 と な る 場 合 に は 漏 ら さ ず 請 求 さ れ た い 。 ま た 、 確 認 体 制 の 強 化

に 取 り 組 ま れ た い 。 

【 商 工 労 働 部 観 光 文 化 局 美 術 館 】 

（ 意 見 )  

ま ち づ く り 福 井 株 式 会 社 運 営 負 担 金 に つ い て 、 協 定 書 や 要 綱 等 は

存 在 せ ず 、 執 行 伺 等 に も 負 担 す る 理 由 ・ 根 拠 の 記 載 が な い な ど 、 書

類 上 、 支 払 根 拠 が 不 明 確 の ま ま 負 担 し て い た 。 ま た 、 会 社 設 立 時 に 

、 職 員 の 人 件 費 や 会 社 事 務 所 に 関 す る 経 費 を 市 が 負 担 す る 旨 の 口 頭

で の 約 束 が し て あ り 、 そ れ を 毎 年 予 算 額 で 支 出 し て き た が 、 精 算 は

さ れ て い な か っ た 。 

   市 民 へ の 説 明 責 任 を 果 た せ る よ う に 、 ま ち づ く り 福 井 株 式 会 社 に

対 し て 負 担 金 を 支 出 す る 根 拠 や 枠 組 み を 明 確 に 規 定 す る 必 要 が あ る 



。 ま た 、 負 担 額 が 適 当 で あ る こ と を 確 認 す る た め に 必 要 な 場 合 は 精

算 す る な ど 適 切 な 事 務 処 理 を さ れ た い 。 

【 商 工 労 働 部 商 工 振 興 課 （ 企 業 立 地 推 進 室 ） 】 

 


